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   「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関    

用）第五版」の大学等への周知について（依頼） 

 

 

我が国は、平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散政策を堅持

し、大量破壊兵器等や通常兵器に関連する貨物の輸出や技術提供に関し、国際

協調の下に外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）に基づき、厳格

な輸出管理を行ってきております。 

 

外為法におきましては、学会誌への論文の投稿や学会発表など、技術を公知

とするための行為は、経済産業大臣の許可を受けずに行うことができるものと

する一方、海外からの研究者や留学生の受入れに伴う技術の提供、国際的な共

同研究等における技術移転、海外出張等に際しての技術の提供、計測機器や試

料等の貨物や技術資料の海外への持ち出し等の際には、経済産業大臣の許可が

必要なものがあります。許可を得ずに不適切に懸念先に輸出・提供された場合

には、我が国の安全保障への影響のみならず国際的な問題となり得る場合もあ

ると認識しております。 

 

 大学及び研究機関等においても外為法に基づく「輸出者等遵守基準」の遵守

が義務づけられている中、貴省と連携した説明会等により、輸出管理内部規程

の整備を含む内部管理体制の構築は着実に進んでいるものと認識しております。

一方、国際的な技術流出問題の顕在化といった状況を踏まえると、大学及び研

究機関等が有する機微な技術が軍事転用されることのないよう、その技術管理

体制の強化が求められており、一層厳格に管理していく必要があります。 



 

 当省では、先端技術の研究開発を行う大学及び研究機関等における実効的な

安全保障貿易管理が必要であるとの認識の下、全国の大学及び研究機関等向け

に安全保障貿易管理に関する説明会を実施してまいりました。また、外為法に

基づく技術の提供等の管理について、大学及び研究機関等が実施すべきことを

取りまとめ、法令遵守のための効果的な体制整備と機微な技術情報の管理水準

の向上を促進する目的で、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大

学・研究機関用）」を平成 20 年に策定し、平成 22 年、平成 29 年及び令和 4 年

に改訂してまいりました。 

 

今般、産業構造審議会・安全保障貿易管理小委員会中間報告（令和 6 年 4 月

24 日公表）における提言を受け、関係する政令・省令・告示・通達を令和７年

4月 9日に公布（施行は同年 10月 9日）し、「補完的輸出規制（キャッチオール

規制）」の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、大学及び研究機関等

における安全保障貿易管理に係る機微技術管理の取組の参考となるよう、「安全

保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）」の改訂を行いま

した（令和 7年 9月 24日公表）。 

 

 当省では、先端技術の研究開発を行う大学及び研究機関等における実効的な

安全保障貿易管理が必要であるとの認識の下、引き続き、全国の大学及び研究

機関等向けに安全保障貿易管理に関する説明会や専門家派遣事業等を実施する

とともに、各地域で自主的に設置・開催されております輸出管理ネットワーク

の取組を支援することによって、本ガイダンスの周知徹底や効果的な安全保障

貿易管理に係る体制整備、機微な技術の管理水準の向上を後押ししてまいりま

す。 

 

 つきましては貴省におかれましても、大学等に対し、大量破壊兵器等に関連

する貨物の輸出や技術の提供が不適切に行われることがないよう、管理を的確

に行うよう指導いただくとともに、本ガイダンスの周知方お願いいたします。 
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